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警 察 ・ 商 工 労 働 委 員 会 記 録 

 

１ 期   日  平成20年８月19日（火） 

２ 場   所  第２委員会室 

３ 出 席 委 員       委 員 長     東 保幸 

         副委員長 中村道徳 

         委 員     金口 巖、栗原俊二、下原康充、門田峻徳、中本隆志、 

              大曽根哲夫、宇田 伸、平 浩介 

４ 欠 席 委 員         なし 

５ 出席説明員 

 ［警察本部］ 

  警察本部長、総務部長、総務課長、会計課長、警務部長、警務課長、生活安全部長、生

活安全企画課長、地域部長、地域課長、刑事部長、刑事総務課長、交通部長、交通企画

課長、警備部長、公安課長 

 ［商工労働局］ 

商工労働局長、立地政策審議官、総務管理部長、商工労働総務課長、労働福祉課長、雇

用人材確保課長、職業能力開発課長、産業振興部長、産業技術課長、新産業課長、経営

支援課長、金融課長、企業立地課長、観光課長 

 ［労働委員会事務局］ 

  事務局長、事務局次長、総務調整課長 

６ 報 告 事 項      

 ［警察本部］ 

 (1) 平成19年度施策に係る点検結果について 

(2) 広島県運転免許センター施設内への広告掲載事業について 

(3) 少年非行等の概要について（平成20年上半期） 

 (4) 「平和記念式典」等に伴う警備措置結果について 

 (5) 「Ｇ８下院議長会議」の開催に伴う警察措置について 

 

 ［商工労働局・労働委員会事務局］ 

(6) 平成19年度施策に係る点検結果について 

 (7) 原油・原材料価格の高騰により影響を受ける中小企業者等に対する金融支援について 

 (8) 原油・原材料高に係る影響調査の結果について 

 (9) ㈱アーバンコーポレイション対策班の設置について 

７ 会議の概要 

 (1) 開会  午前10時33分 

(2) 記録署名委員の指名 

 ［警察本部関係］ 
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 (3) 質疑・応答 

○質疑（金口委員） 資料番号２、広島県運転免許センター施設内への広告掲載事業に

ついてお伺いいたします。 

 全国の自治体では、大変厳しい財政状況を考慮して、自主財源の確保に躍起に

なっておりまして、中でも広告事業に手をつけられるところが多くなっているとい

うのを聞いております。広島県や県内の各市町におきましても、先ほど御説明がご

ざいましたように、ホームページ、広報紙、それから各市町で使用される封筒にま

でも民間企業の広告を掲載されておりまして、各行政機関における努力の跡がうか

がえるところであります。 

 広島県におきましても、より一層の財源確保について努力すべきだろうと考えま

すし、今回の事業もその一環であると判断しておりまして、積極的な姿勢を高く評

価しているところであります。そこで、事業を行うに当たりまして、何点か質問を

させていただきまして私の理解を深めたいと思いますので、御協力をお願いいたし

たいと思います。 

 まず第１点目は、この事業を実施するに当たりましての根拠条例についてお尋ね

したいと思います。広告掲載事業はこれまで各自治体でも実施されており、また先

ほども言いましたように、広島県のホームページにも民間事業者のバナー広告が掲

載されており、一般的な事業とは思いますが、ただ今回、警察施設に掲載するとい

う、これまでなかったことをされるわけであります。それに当たりまして特別な条

例があるのか、一般的な質問ではありますが、まずそこをお尋ねしてみたいと思い

ます。 

○答弁（総務部長） 条例等はございませんが、根拠といたしましては、地方自治法、

広島県会計規則、広島県公有財産管理規則に基づきまして広島県広告取扱要綱、そ

れとあわせまして広島県広告取扱基準というものが県の方で定められており、これ

に基づきまして今回、この免許センターの広告掲載に踏み切ったところでございま

す。 

○質疑（金口委員） それでは、２点目は、他の都道府県も広告事業を実施しておりま

すが、この広島県の近県で結構でございますが、どのような状況なのか、また、そ

の中に警察施設を活用した掲載事業をやっている県があるのか、広島県が初めてな

のか、その辺を含めてお尋ねいたします。 

○答弁（総務部長） 先ほど金口委員からございましたが、ほとんどの都道府県でホー

ムページでのバナー広告や広報紙等への広告を実施しているわけでございます。施

設を広報媒体としている事例といたしましては、庁舎のエレベーター内や、施設内

の壁面への広告がございまして、近県では愛媛県が行っており、そのほか全国的に

見てみますと、北海道、岩手県、佐賀県、鹿児島県等で実施をしております。また、

警察施設を利用している事例でございますが、佐賀県で運転免許センターと自動車

運転免許試験場の待合ホールの壁面に広告掲出枠を設置して、ポスターの広告掲載



3 

というものを実施しているところでございます。 

○質疑（金口委員） 広島県が初めてではなくて佐賀県も先にやっておられるというこ

とであると思います。 

 ３点目は、広告掲載後に、代理店とか広告事業主に、いろいろな不祥事があった

と仮定した場合の対応は、内規か何かをつくられているのですか。 

○答弁（総務部長） これは広告掲載に関する契約書におきまして、広告代理店に法令

違反があった場合、または重大な社会的信用失墜行為があったというような場合は

契約を解除することができる、また広告主に同様のことがありました場合にも広告

掲載を中止し撤去させるということを規定しておりまして、問題が発生した場合に

は、これらを根拠といたしまして早期に厳正に対応することとしております。 

○質疑（金口委員） それでは、先ほどお話をいただいたのですが、広告掲載料の募集

単価は、近傍施設の単価で100万円、消費税込みの105万円ということを提示されて

おりますけれども、これは、街中から離れたところに施設がありまして、比較する

のが非常に難しいのではないかと理解しているのですが、100万円という最低価格を

決められた根拠がわかればもう少し教えていただきたいのです。 

○答弁（総務部長） 県警の方といたしまして、地場の広告代理店等、数社につきまし

て見積もりをお願いしたわけでございますが、そうしますと近傍類似の例といいま

すのが、ＪＲの駅なりアストラムラインの駅の広告の掲載を現実にやっている代理

店等からの見積もりであったわけでございますが、地場の代理店で105万円から130

万円を相場としているという見積もり結果が出てきたわけでございます。そのよう

な相場等からいたしまして、それとまた多くの参加を促して高い入札価格を求める

という意味からも募集価格は見積もりの最低価格を参考にいたしまして、消費税込

み105万円以上というところで設定をさせていただいたわけでございます。 

○要望（金口委員） これは要望なのですが、警察施設がこういう広告事業をするとい

うのは、これからスタートしますから、当初は当然一般に見て非常に違和感がある

部分がまだまだあるのだろうと思います。そうはいいましても、財政的な面もござ

いまして、やはり、あいたところを活用して収入にかえられるものならこれからも

どんどん私はやっていくべきだろうと思いますし、もう一つは、今度、東部運転免

許センターができます。新聞を読みますと、そちらもその対象にされているような

記事を拝見いたしましたし、収入がふえる道があるなら、ぜひその辺も御努力いた

だきたいと要望して質問を終わります。 

○質疑（栗原委員） 私は、振り込め詐欺についてお伺いしたいと思っておりますけれ

ども、警察庁のまとめによりますと、ことし１月から６月の被害件数というのは約

１万2,000件、被害総額が約166億9,000万円ということで、前年同期に比べますと

1.6倍に達しているという記事が載っておりました。統計を始めた2004年以降、上半

期としては過去最悪の状態になるということが報告されておりまして、年間被害額

でも、最多だった2004年を大幅に上回るおそれがあるということでございます。こ
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の振り込め詐欺は、最近手口が大変巧妙化しているということも伺います。当初は

身内を装った交通事故の示談金などの振り込みを迫るものが主流であったものが、

最近は税務署とか社会保険事務所の職員を名乗ったもので税金や保険料を還付する

手続のように見せかけてＡＴＭを操作させるというような形の手口も目立つようで

ございます。こういう警察庁のまとめは全国的な話でありますが、広島県について

は今どういうふうな状況になっているのか、お伺いをしたいと思っているわけでご

ざいます。特に、ここ最近の年別でどのような推移になっているのかをまずお伺い

したいと思います。 

○答弁（生活安全部長） 振り込め詐欺の認知状況でございます。これは、手元には平

成16年からの統計がございますが、広島県内ではおおむね平成16年から700件台ない

しは年によっては500件台の認知件数で推移をしております。また、本年は７月末現

在では認知が284件でございます。これは昨年同期に比べて50件のマイナスという状

況でございます。また、被害金額につきましては、７月末では約３億8,000万円で、

前年に比べて約3,800万円の増加といった状況でございます。 

○質疑（栗原委員） 全国的な流れに反して、広島の場合は件数ではマイナスというこ

とでございますが、被害金額で言いますとふえている状況のようです。それに対す

る県としての対応、先日も口コミ作戦というか、知事のボランティアの話もありま

したけれども、警察本部として、この振り込め詐欺に対する対策をどうお考えに

なっていますか。 

○答弁（生活安全部長） 広島県におきましては、増加の一途をたどっておりました振

り込め詐欺の検挙・抑止対策を推進するために、平成19年12月27日に県警独自で振

り込め詐欺根絶プロジェクトを設置いたしました。生活安全部と刑事部が一体と

なって検挙・抑止活動を推進していこうといったプロジェクトを設置いたしまして

活動を推進しているところでございます。 

 それで、こういった抑止対策でございますけれども、現在、県警で取り組んでお

りますのは、まず第１点目が警察通報システムの構築ということで、これは県下全

部の金融機関、1,677店舗ございますけれども、これと管轄警察署との間にホットラ

インというものを構築いたしまして、疑わしい人がいる、あるいは疑わしい取引が

あるとすべて通報していただくシステムを現在運用しております。 

 第２点目でありますけれども、先ほど委員からもお話がございましたが、社会保

険事務所との連絡システムも構築いたしまして、被害相談の情報交換を積極的に現

在行っているところでございます。 

 それから、３つ目でございますけれども、金融機関に対する要請ということでご

ざいます。現在、この振り込め詐欺を手口といたしまして、ＡＴＭを利用して金を

振り込ませるといった事案が増加しておりますけれども、ＡＴＭ利用時における携

帯電話の自粛と県民に対する啓発活動の要請、それから不正口座監視のためのシス

テムを改善していただくように、金融機関に対して現在要請を行っております。 
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 また、そのほか、県下でＡＴＭが3,120カ所ございますけれども、これに対して被

害防止のポスターを掲示するとか、あるいは過去発生、または今後発生が予想され

ますＡＴＭコーナーに未然防止ののぼり旗を掲出する等の広報活動も強化している

ところでございます。 

 それから、先ほど委員の方からもお話がございました「振り込め詐欺根絶！口コ

ミ100日作戦」を、実は昨日、８月18日から11月25日までの100日間、警察職員ある

いは各種ボランティアの方の協力を得まして、詐欺の音声情報やチラシを活用して

巡回方式によりまして口コミで直接、手口や防止策を伝達して歩くといったもので

ございます。なりすまし詐欺の被害の約７割を占めております60歳代及び70歳代の

女性を重点対象に現在取り組んでいるところでございます。そのほかに、女性の安

全情報提供ネットワークを構築して、女性の団体、約10万人の会員の方にこういっ

た被害の状況を口コミで伝達していただくように情報提供を行うとか、あるいは振

り込め詐欺の実録集を、５月に作成しまして、関係者に配付して未然防止を図って

いる現状でございます。 

 いずれにしましても、県警の今年度最重点課題の一つとして、振り込め詐欺の検

挙・抑止対策を今後とも推進してまいります。 

○要望・質疑（栗原委員） 根絶プロジェクトで対策をしていらっしゃるということで

ございますけれども、例えば今回、広島県の場合は減っているということでこうい

うプロジェクトの取り組みが効果を発揮しているのであろうと理解するわけですけ

れども、警視庁では来月から特別緊急対策期間ということで東京都内の約２万台あ

るＡＴＭの周辺に機動隊員を配置する、携帯電話で話をしながらＡＴＭを操作して

いる高齢者に声をかけるという形であるとか、先ほどもありましたけれども、全国

銀行協会を通じて携帯電話の使用自粛を求めるとか、具体的な取り組みを特別緊急

対策期間に行うそうです。やはりこの問題は非常に庶民生活に大きな影響のある問

題でありますので、さらなる取り組みの強化というものをお願いしたいと思ってお

ります。 

 それともう１点、６月に施行されました振り込め詐欺救済法でございますが、違

法行為に使われた、凍結された銀行口座の被害者の被害金の返還とかが定められた

法律であるということですが、なかなかこの件について周知が行われていないので

はないかと私は実感をしております。これは所管が違うのかもしれませんが、警察

もこれを被害者の立場に立てばこういったことについてしっかり周知していかない

といけないと思うのですが、この辺についてはどういうふうにされるのか、お伺い

します。 

○答弁（生活安全部長） この法律は、正式に申し上げますと、犯罪利用預金口座等に

係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律と、長い名称の法律でござい

ます。これが、ことしの６月21日に施行されました。警察といたしましては、振り

込め詐欺の被害届あるいはその相談を受理した際にこういった法律が施行になって
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被害回復が図られることになりましたことと、それからこういった被害代金分配金

の支払い手続、さらには金融機関からこういった手続の実施のためにも警察へ照会

があったときには被害届の有無あるいはその受理番号等について回答するよう、適

切な対応をするように現場の各捜査員には指示して徹底を図っているところであり

ます。 

○要望（栗原委員） 振り込め詐欺の問題は今、いっときに比べますとマスコミなどで

の取り上げ方も若干少な目になっているような気が私の実感としてあるわけなので

すけれども、現実にはこういう形で全国でやはり急増しているという実態、広島県

の場合は被害額のところで非常にふえておりますので、さらなる取り組み、特にこ

れは警察としての取り組みとしても県民への情報の周知、これについて被害状況で

あるとか、先ほども言いましたけれども、やはりそういう詐欺に遭った場合の救済

の部分もあるということを、もう少し徹底した周知をお願いしたいと思っておりま

す。そういったことがやはり被害の未然防止に必ずつながるはずでありますので、

取り組みをぜひともお願いしたいと要望して終わりたいと思います。 

○質疑（大曽根委員） 施策点検の結果の報告をいただいたのですけれども、２ページ、

「暮らしの安心の確保」という中で、交通安全対策の報告が出ておりまして、非常

に交通事故死者数なども年々減ってきているということで、皆さんの御努力に敬意

を表したいと思います。ただ、そこで私は、表の見方を聞き取れなかったのかと思

うのですが、交通事故発生件数などの進捗率が60.9％とか203.7％とか150.0％とあ

るのですが、何の率なのだろうかということが少しわからなかったので、聞きたい

と思います。 

○答弁（総務課長） これは平成17年を基準値といたしまして、例えば交通事故死者数

でございますと、平成17年が187人になっております。昨年が132人ですから、マイ

ナスが55人になります。 

   一方、17年の基準値から20年の目標値の160人を引きますと、これが27人であり、

実績のマイナス55人はマイナス27人の目標値よりは減少したということです。 

○質疑（大曽根委員） それで200％ですか。 

○答弁（総務課長） それで200％ということです。これは県の方でこういう数値の出し

方をしてくれということで、こういう数値の出し方にしているわけでございます。

非常にややこしい数値の出し方です。 

○要望・質疑（大曽根委員） ややこしいし紛らわしいのはよくないと思います。私で

さえわからなかったということで、真剣に眺めてみたのですが、何が何だかさっぱ

りわからない。私も県民の一人として発言しているわけですけれども、やはり県民

に対して常に県民の視点に立って報告をするということが大切だと思うのです。た

だ単に進捗率ということで出されても、かえってない方がすっきりしていいのでは

ないかと思うぐらい誤解を招いたり疑問を生じたりします。県のどこが主体ですか。 

○答弁（総務課長） 企画振興局です。 
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○要望・質疑（大曽根委員） 企画振興局ですか。その辺についても、こういうことで

はなかなか理解が得られないということを県警本部からも意見を出してほしいと思

います。 

   交通事故死者数がこうやって毎年の努力の結果、平成19年は132人まで落ちてきた

のですね。平成20年の目標値はもう何年か前につくった目標値なのかどうかわから

ないのですが、実績が132人まで、その前年も162人という数字があるわけですから、

平成20年の目標値160人というのは一体どういう意味で160人に置いたのか。普通

だったら目標値は110人とか、努力目標も含めて少しは下がっていくのが目標値だと

思うのですけれども、何か平成20年に特別な事情があったのかどうかも含めて質問

したいと思います。 

○答弁（交通部長） これは平成17年を基準にしていますので、少し変な言い方をしま

すけれども、昨年は大方の予想を裏切るという言い方はちょっと変ですけれども。 

○質疑（大曽根委員） 上回ったのですか。 

○答弁（交通部長） 上回ってというか下回ってというか、132人という数字が出ました。

ただ、これはやはり平素、県民の皆さんの交通安全意識の向上であるとか、当方の

取り締まり等が奏功してこのような数値になったということでございますが、これ

を平成19年だけ突出して下がったということにはいかがなものかという部分もあり

ますし、最終的に県の計画では平成22年までに145人の死亡者に抑えていきたいとい

う計画でありますので、場合によってはいろいろな数字の修正というのも視野に置

いておくべきだろうと個人的には思います。 

○要望（大曽根委員） せっかく132人まで交通事故死者数が下回ったわけですから、や

はり目標値が逆にそれ以上に高いというのは何か努力目標としてもおかしいです。

だから、やはり現実に即した形で修正を加えていくということもぜひ検討していた

だきたいということを要望して終わります。 

    休憩 午前11時26分 

    再開 午前11時29分 

 ［商工労働局・労働委員会事務局関係］ 

  (4) 質疑・応答 

○質疑（宇田委員） 少し聞きたいのですけれども、原油・原材料高に係る影響調査の

結果の中に、影響がないというのもたくさんあるのですけれども、価格転嫁で影響

がないのか何もないのか、普通、常識的に考えたら影響がないというようなこと、

そういう人がいるということ自体が少し理解できないのですけれども、それはどう

ですか、運輸業で影響がなしと書いてあるけれども、こういう業種がどうして影響

がないのですか。 

○答弁（商工労働総務課長） 基本的に影響は何らかの形であると思うのですが、受け

取ったアンケートに答える会社が自分の会社の状況からそれほどの影響はないと

思って、ないと答えられたところが一つあると思います。それと、例えばソフトウ
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エア業とか、サービス業の中でも自動車整備業とかがそんなに影響がないと回答を

されております。 

○質疑（宇田委員） 今はどういう状況なのですか、運輸業が２つ、なしと言われてい

ますけれども、ありそうな気がするけれども、ないというのはどうしてないので

しょうか。 

○答弁（商工労働総務課長） あると思うのですが、その影響が自社にとって余り大き

くないと思われた企業がなしと回答されたのではないかと想像しております。 

○質疑（宇田委員） よくわからないのですが、ないのでしょう。 

 もう一つ質問したいのですけれども、広島県行政には原油・原材料高に係る影響

というのはあるのですか、ないのですか。 

○答弁（商工労働局長） 全体で見れば、やはり公用車あるいは冷暖房など、直接油を

使う場合は影響がございますし、それからあと物品の調達にしても、やはり価格転

嫁をされるものがかなりございますので、その意味では全体的にじわっと影響が出

てきていると思います。先ほど委員の方から運輸業で影響がないというのは信じら

れないと言われましたけれども、資料の２ページの２調査結果（１）影響の有無①

の表にありますように、原油高の影響は運輸業すべてにあるのですけれども、②の

表のように、原材料の方は影響がないということから、原材料を運輸業として使っ

ていない企業が多分あるのだろう。原油の方は油代として出ていますから、それは

もう影響がない企業はゼロです。 

○質疑（宇田委員） それはわかるのですが、そういう意味ではあると思う。ないと

いったらよほど価格転嫁したのか。 

   質問で何を聞きたかったのかというと、何かの方法で解決しているということが

わかれば、そこを研究すれば解決できるわけではないですか。それが聞きたかった

ということだけれども、その答えがないので全然わけがわからないのです。 

 もう一つは、県行政に影響があるのだったら、県は今後はどう対応するのですか。 

○答弁（商工労働局長） まだ全庁的な取り組みを正式に局長会議で議論していません

けれども、現在、財政健全化ということでいろいろ一般管理費というか事務費の節

減をやっていますが、正直に申しますと、これがどこまで耐えられるかという問題

が近々多分出てくると思うのです。そのあたりをどういう対応で今後、全庁的に取

り組みをするのか、また財政サイドといろいろ議論してみたいと思います。 

○要望（宇田委員） 先ほど言った、影響がないところを研究されて、また給料カット

とかを安易に考えることなく、影響がないというところがあるわけですから、そこ

を分析する方が、単に答えだけだというのならそれはいいのですけれども、もしも

いい方法があるのなら、また研究をされることを申し上げて終わります。 

○質疑（平委員） 先ほど説明いただきました施策に係る点検結果の６ページですが、

サービス産業の集積促進の事業指標である県内の都市型サービス産業の従業者数の

実績値が上がっています。施策点検シートを見ていますと、基本事業の従業者数の
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達成進捗率が447.9％、達成見込みはずっと星３つになっています。大変進捗してい

るのですが、その一方で、札幌、仙台、福岡に比べて依然停滞していると記載して

ある。だから何がいいのか悪いのかわからない表現になっているのです。私たちは

サービス産業というのは、以前から言われているように広島の少し弱点ですから、

もっと力を入れていかないといけない、こう上がっていることはいいと思うのです

が、その進捗を評価する場合に、片方を見れば著しい進捗、447.9％ですごいと思い

ながら、依然停滞していると記載してある。これは非常にわかりにくい評価なので

す。実際にどういう評価をされているのか、お聞きしたいと思います。 

○答弁（新産業課長） 今の御質問ですが、概略ですとそういう表現になっていますけ

れども、今ごらんになられた施策点検シートの方をお開きいただきたいのですが、

施策点検シートの37ページ、基本事項のところで数値を書いてございますが、多少

見にくいのですけれども、先ほど委員御指摘のとおり、進捗率を数字で申しますと

447.9％ということで、確かに達成率は非常に高くなっております。もともと達成目

標の数値がよかったかどうかという視点はございますが、その下に書いてあります

ように、サービス産業の中に労働者派遣業というものも加えた上で目標を設定して

おりました。その後、ここに書いてございますように、労働者派遣業については１

万人も増加しておりますので、この要因によって、この目標については達成してい

るという結果になってございます。 

   具体的に我々が本来問題にすべき情報サービス業については、そこに書いてある

とおり、507人の増加にとどまっているところでございます。さらにその下に残され

た課題とその要因のところに書いてありますけれども、確かに目標達成ということ

ではふえているわけですが、我々が本来目標とすべき情報サービス業については、

先ほど御指摘があったように札幌、仙台、広島、福岡の中では広島の動きは依然停

滞しているという結果でございます。確かに御指摘のとおり数値目標等の評価に格

差があるのですけれども、こちらをごらんいただけば、ある程度御理解いただける

のではないかと思っております。 

○要望（平委員） これはほかの点検にも関係があると思うのですけれども、数値はわ

かりやすいからいいのですが、逆にこういう数値は実際をあらわしていないのです。

すごいと思ったけれども実際そうでもない。これは企画振興局がまとめておられる

ので、さっきの警察関係の数値でも委員から意見が出たのですが、ここのあたりは

わかりやすいけれども逆に実態をあらわしていない、やはり数値にまず目が行きま

すので、工夫をぜひお願いしたい。星が３つなのですが、本当に星３つなのかとい

う気もするのです。やはりサービス産業はもっと力を入れるべきなので、ここの数

値の取り扱いは内部でも御検討いただきたいと思います。 

○質疑（大曽根委員） 「㈱アーバンコーポレイション対策班の設置について」という

ことで、緊急にこういう対応をされたということでよかったと思うのですが、先ほ

どの報告の中に４件ほど相談があったということで、個別の企業名はよろしいので
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すが、どういう相談があったかということを御報告いただきたいと思います。 

○答弁（金融課長） ４件のうち２件が金融関連の相談ということでございます。具体

的にすぐに、例えば資金を借り入れるとかそういう話でなくて、どういう制度があ

るかという問い合わせでした。 

○質疑（大曽根委員） ４件でしたから、あと残り２件は。 

○答弁（金融課長） あとの２件は、具体的に債権者が制度の仕組みとかそういったも

のを問い合わせたのではなくて、銀行の方の例えば今後の貸し付け対応は大丈夫か

といった一般的な話があったと聞いております。 

○質疑（大曽根委員） もう一つ、報告をされなかったのですが、資料として出されて

いる資料番号６、前回の委員会でも質問しましたが、香港に視察に行って、香港サ

イドから広島に対する観光をしたいという一つのブームがありまして、インバウン

ドに対してはやはり備えなくてはいけない。 

 特に宮島がよろしいということで評価が高いのだとしたら、あっという間に香港

エクスプレスが、岡山便だけのことかと思っていたのですが、広島便まで一緒に巻

き添えを食って、定期路線が急遽、８月31日に運休になるという。また再開の見込

みも将来あるのでしょうけれども、そういう状況の中で、９月15日から23日にかけ

て香港で、広島の企業が香港そごうに出店していろいろ販路拡大の調査事業を行う

ということですが、定期路線の方は廃止されることになったわけですが、これにつ

いて何か、今後の見通しについても含めまして御説明いただけたらと思います。 

○答弁（企業立地課長） 香港で行うということは、今の航空便が運休になる前に決

まっておりましたが、香港で今回やって、広島へ関心を持っていただいて、航空便

の復活につながればと思っております。 

○答弁（観光課長） 我々としても、香港便については非常に残念だと思っております。

実は５月、６月、７月の利用率は、50％前後ということですけれども、中身は実は

インバウンドの割合が非常に高かったものですから非常に残念だと思っております。

香港の旅行会社にとりましても非常に残念であるということでお聞きしておりまし

て、我々としては、たちまち定期便はございませんが、福岡空港イン・関西空港ア

ウトであるとか、そういった方法で引き続き観光客の誘致に取り組んでいただきた

いと旅行会社にはお願いをしております。 

○要望（大曽根委員） ６月初旬に私どもの会派で香港を視察して香港のジェトロでい

ろいろと話を伺ったのですが、インバウンド熱だけではなくて、日本食に対する、

安全・安心、それから美味もあるのでしょう、地元でも関心が非常に高まってきて

いるということの説明も受けました。今回は突然の路線停止というか運休というこ

とでございますけれども、やはり広島県の企業が出品し、そして逆に交流が定期路

線の再開につながるよう、そう簡単にはいかないぞという隣の中本委員の声もある

のですけれども、やはり東南アジアはこれから大切ですから、何とか頑張っていた

だきたいと申し添えて終わります。 
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○質疑（門田委員） 今の同じ資料番号６の、バンコクの方のことですが、広島県、岩

手県の同時開催という形になっています。これは、偶然一緒ということなのか、そ

れとも事前の連携があっての話なのでしょうか。 

○答弁（企業立地課長） もともとは少し狭いスペースしかもらえないということだっ

たのが、岩手県の方と合同でやったら大きなスペースがとれるということで、こう

いう形になったと聞いております。 

○質疑（門田委員） それは広島県にとっては偶然の話ですか。 

○答弁（立地政策審議官） 今回のバンコクというのは東南アジアの販路拡大事業の一

環で、もともと広島県の食品メーカーなりが出ていこうというためのものですから、

バイヤーというか、向こう側からも広島県に来て、広島県の企業の状況はどうかと

見ている段階です。その結果、非常に広島県にはいい商品がたくさんあるというこ

とで、当初、先ほど企業立地課長が言いましたように、予定していたスペースより

はもっと広いところでやる方がいいだろうと、そこでそういう他県のものでもある

ので、それを一緒にやる。だから、その場合には当然広島県と岩手県の連合を組ん

で、先ほど大曽根委員から意見が出ておりましたが、日本食品に対する関心も入っ

ているわけですが、そういうものをあわせて売り込みをしたらどうかということが

ございまして、それで一緒に組んでやろうという形になったものでございます。 

○要望（門田委員） まさに私はそういう組み合わせが非常にイレギュラーな感じもす

るけれども、しかし海外への販路拡大という以上は、私はやはりいろいろ他県とも

連携しながらというのは、むしろ今後とも積極的におやりになる方がいいのではな

いかという意味でこれは、偶然かどうかは別として、非常にいいと思っているので

す。ただ、組み合わせがどうかということもありますが、こういう組み合わせもお

もしろいかもしれません。いろいろとあると思いますので、いろいろな意見を出し

てほしいと思います。 

○答弁（立地政策審議官） まさに委員御指摘のとおりでございまして、今回はそれぞ

れ別々でスタートしていたものが、広島県のものを向こうのバイヤーが見たところ、

非常にいいと言う。それはもっと広くやった方がいいだろうという御提案があって、

それを決めた。この場合に、同じように重なってもいけませんので、岩手県の方は

どちらかというと１次産業を中心に、広島県の場合は食品等の加工が中心ですから、

そういうところを足してトータルでいいところを出し合おうという形で調整をさせ

ていただいております。今後とも頑張ってまいりたいと思います。 

  (5) 県外調査についての協議 

  県外調査の日程等について委員会に諮り、10月21日（火）～23日（木）の２泊３日で

調査を実施することに決定し、具体的な調査場所等については委員長に一任した。 

  (6) 閉会  午後０時５分 


